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令和２年度 旭川市農業委員会第１回総会 議事録

１ 開 催 日 令和２年４月２４日（金曜日）

２ 開 催 時 間 午後１時３０分開会 午後１時４５分閉会

３ 開 催 場 所 旭川市９条通９丁目 旭川市職員会館３階６号室

４ 出 席 委 員 ３３名

１番・山口 喜松 ２番・山田 孝 ４番・鹿野 直子 ６番・吉田 清

７番・柿木 和惠 ９番・清水 利秋 １０番・平 克洋 １２番・笹田 文彦

１３番・市田 敏行 １４番・大西 秀雄 １５番・松木 一幸 １６番・中 俊一

１７番・請川 幹恭 １８番・波能 隆 １９番・山村 志保子 ２０番・幅﨑 勝良

２１番・宿谷 昌一 ２２番・加藤 孝志 ２３番・川上 和幸 ２４番・上島 由満

２５番・安友 進 ２６番・石尾 卓也 ２７番・香川 三四郎 ２８番・宮嶋 睦子

２９番・滝川 岳雪 ３０番・一宮 敏昭 ３１番・島山 守穗 ３２番・浅沼 博実

３３番・島田 正明 ３４番・佐藤 慎二 ３５番・髙倉 伸淳 ３６番・大橋 政美

３７番・鈴木 剛

５ 欠 席 委 員 ４名

３番・北原 浩美 ５番・田口 一昌 ８番・橋本 幸博 １１番・鷲尾 勲

６ 会 議 出 席 津 村 事 務 局 長 小 浜 事 務 局 次 長 橋爪事務局副主幹

事務局職員 秋 山 事 務 係 主 査 大 谷 農 地 係 長

７ 傍 聴 人 なし

８ 議 事 録 ２２番・加藤 孝志 ２３番・川上 和幸

署 名 委 員

９ 議 事 内 容

⑴ 議案第１号 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について

⑵ 議案第２号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画について

⑶ 議案第３号 旭川市農業委員会活動要綱の策定について
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⑷ 議案第４号 令和２年度旭川市農業委員会活動計画の策定について

⑸ 議案第５号 農地利用最適化推進委員を委嘱しないことについて

⑹ 議案第６号 旭川市農業委員会総会規則の一部を改正する規則の制定について

⑺ 議案第７号 旭川市農業委員会部会規則の一部を改正する規則の制定について

⑻ 報告第１号 令和元年度旭川市農業委員会活動報告について

⑼ 報告第２号 令和２年度旭川市農業委員会予算について

⑽ 報告第３号 旭川市農業経営基盤強化促進事業利用権の設定等の促進に関する事業事務処理要領の

全部改正について

10 議事録本紙

○議 長（浅 沼 博 実） ただいまから，令和２年度旭川市農業委員会第１回総会を開会いたします。

会議の成立でありますが，現在の出席委員数は３３名でありますので，総

会規則第８条の規定に基づきまして，本会は成立いたしております。

詳細につきましては，事務局から諸般の報告をお願いいたします。

○事務局（津 村 局 長） 事務局。

御報告申し上げます。

本日の総会に，３番・北原委員，５番・田口委員，８番・橋本委員，１１

番・鷲尾委員，以上４名の方から欠席する旨の届出がありましたので，御報

告申し上げます。

○議 長（浅 沼 博 実） それでは，本日の議事録署名委員を指名いたします。

２２番・加藤委員，２３番・川上委員の両委員を指名いたしますのでよろ

しくお願いいたします。

それでは，本日の議事日程に基づき進めてまいりますが，御発言のときに

は，議席番号を告げてから御発言願います。

それでは，審議に入ります。

新型コロナウイルス感染予防対策の観点から，会議の時間を短縮するため，

日程第１議案第１号から日程第７議案第７号まで一括して上程いたします。

事務局から説明いたします。

○事務局（秋 山 主 査） 事務局。

日程第１議案第１号から日程第７議案第７号までの７件について，一括し

て御説明いたします。

まず，議案第１号及び議案第２号につきましては，それぞれ別紙にござい

ますとおり，農業委員会等に関する法律第３７条の規定により，毎年度，農

業委員会における事務の実施状況について，インターネットの利用その他適

切な方法により，公表しなければならないとなっております。

このことから，本総会で農業委員会として決定をいただいた後に，ホーム

ページで公表するものでございます。

数値等につきましては，説明を省略させていただきます。

次に，議案第３号「旭川市農業委員会活動要綱の策定」につきましては，

別紙にございますとおり，３年ごとに，今後３年間の活動の基本方針を定め

ており，この活動要綱を基に，毎年の活動計画を策定し，これに基づいて農

業委員会が具体的な取組や活動を行っていくこととなります。

内容といたしましては，Ⅱの重点活動計画にありますとおり，１の「農地

業務の適正な執行」，２の「農地利用の最適化の推進に向けた活動の強化」，
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３の「地域農業振興対策と情報活動の推進」，以上３点を柱として設定し，

策定しようとするものでございます。

次に，議案第４号「令和２年度旭川市農業委員会活動計画の策定」につき

ましては，別紙にございますとおり，先ほど議案第３号で説明しました「旭

川市農業委員会活動要綱」及び農業委員会等に関する法律第７条に基づいて

定めております「旭川市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指

針」に基づき，その具体的な年次計画として，独自で毎年度定めているもの

でございます。

各項目の内容につきましては，前年度の内容と大きく変更したところはご

ざいませんので，個々の説明は省略させていただきます。

次に，議案第５号「農地利用最適化推進委員を委嘱しないこと」について

御説明いたします。

これにつきましては，北海道農業会議から，「農地利用最適化推進委員を

委嘱するか否かの決定については，農業委員会が総会で決定する」ことが必

要との説明がありましたので，今回総会に議案を提出するものであります。

政令第７条第１項では，遊休農地の面積が農地面積の１％以下で，担い手

への集積率が，農地面積の７０％以上であることのいずれにも該当する市町

村は，農地利用最適化推進委員を委嘱しないことができるとされております。

本市の場合，遊休農地の面積は農地面積の０．２７％。また，担い手への

集積率は農地面積の８８．８％であり，政令の要件に該当することから，令

和２年７月３０日から令和５年７月２９日までを任期とする旭川市農業委員

会の農地利用最適化推進委員を委嘱しないことについて，総会で審議いただ

くものでございます。

次に，議案第６号及び議案第７号について御説明いたします。

それぞれ別紙の新旧対照表にございますとおり，

総会及び部会における会議に係る表現について改正しようとするもので，

議事参与の制限における「議事」については，報告議案は含んでおりません

が，会議の議長における「議事」については，議長が総理するものとして，

報告議案も含めた総会及び部会の全体を指すものと解釈できることから，報

告議案について，議事参与の制限がかかるのかどうかが，明確ではないため，

議長が総理する「議事」を「会務」に改めて，議事参与の制限に係る「議事」

と明確に区別しようとするものです。

また，総会規則の議事参与の制限に農地所有適格法人に係る１項を加えて，

部会規則との統一性を図ろうとするものでございます。

説明については，以上でございます。

よろしく御審議の上，御決定いただきますよう，お願いいたします。

○議 長（浅 沼 博 実） ただいま，事務局から説明がありましたが，御意見・御質問等はございま

せんか。

○委 員 （発言なし。）

○議 長（浅 沼 博 実） 議案第１号から議案第７号までにつきましては，これを農業委員会の決定

とすることでよろしいですか。

○委 員 （「異議なし。」との声あり。）

○議 長（浅 沼 博 実） 異議なしの声がございますので，そのように決定いたします。

○議 長（浅 沼 博 実） 続きまして，日程第８報告第１号から日程第１０報告第３号までを一括で

報告いたします。
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事務局から説明いたします。

○事務局（秋 山 主 査） 事務局。

日程第８報告第１号から日程第１０報告第３号までの３件について一括し

て御説明いたします。

まず，報告第１号につきましては，令和元年度に策定した，年度活動計画

に対しての活動報告で，農業委員会全体で共通の認識をもっていただくこと

を目的に作成しております。報告第１号別紙を御覧ください。

内容につきましては，実績に伴う数値等でございますので，説明は省略さ

せていただきますが，一点だけ別紙の２ページ「４ 担い手の確保・育成対

策の推進」の (5)のその他に昨年度，女性農業委員が中心となって実施した

「農業女子ファームミーティング」を実績として，新たに追加しております。

次に，報告第２号につきましては，別紙のとおり令和２年度の農業委員会

予算についてお示ししてございます。

歳入は，合計で前年度に比べ１３１万円増の２千２０９万９千円で，歳出は

合計で前年度に比べ３０万９千円増の３千７６８万４千円となっておりま

す。

なお，歳入と歳出の差額，１千５５８万５千円につきましては，市費で賄

うこととなっております。

次に，報告第３号につきましては，農業委員会では，「あっせんによる所

有権移転」のほか，大部分の「賃貸借契約」と「利用権移転」を農業経営基

盤強化促進法に基づき，毎月の定例農地部会で農用地利用集積計画として決

定しております。

この計画を作成するにあたっては，平成１４年７月に制定した「旭川市農

業経営基盤強化促進事業利用権の設定等の促進に関する事業事務処理要領」

に基づいて事務処理を行っておりますが，強化法も何度か改正が行われ，事

務処理環境も変わってきており，システムのデータ処理や航空写真などの精

度が向上している中で，従来の事務処理を続けていくことは，業務の非効率

化につながることから，業務の効率化を図るため，別紙にお示ししていると

おり，旭川市農業委員会事務局規程第７条の市長部局の例により，事務局長

専決で改正を行い，令和２年４月１日から施行いたしましたので，御報告い

たします。

報告についての説明は，以上でございます

○議 長（浅 沼 博 実） ただいま，事務局から説明がありましたが，御意見・御質問等はございま

せんか。

○委 員 （「なし。」の声あり。）

○議 長（浅 沼 博 実） それでは，報告第１号から報告第３号までを終わります。

これをもちまして，令和２年度旭川市農業委員会第１回総会を閉会いたし

ます。


